
 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 輸送・交通関係 
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６－１ 緊急輸送道路区間 

 

１・２次別 路線名 起 点 終 点 延長（㎞） 

第１次 

東名高速道路 橋尾町大道通 長沢町西千束 １５．９ 

国道１号 小坂井町大島 長沢町西千束 １４．４ 

国道２３号 御津町下佐脇義郎 御津町赤根前浜 ３．３ 

国道１５１号 小坂井町宮下 東上町東京寺 １２．６ 

国道２４７号 小坂井町宮下 平井町丈方 ２．０ 

２３号バイパス 伊奈町流田 為当町蓮前 ３．６ 

主要地方道長沢蒲郡線 長沢町山ノ田 長沢町流田 ０．４ 

第２次 

国道３６２号 住吉町１丁目 当古町西新屋 ２．２ 

主要地方道国府馬場線 御油町行力 中条町御堂前 ７．７ 

主要地方道東三河環状線 八幡町横道 御津町西方入浜 ４．４ 

主要地方道豊橋乗本線 
三上町山西 三上町大柳 １．３ 

金沢町村下 金沢町岡下 ２．１ 

主要地方道長沢蒲郡線 長沢町欠田 長沢町西切山 ４．６ 

 

 

 

６－２ 地震時に通行を確保すべき道路（市指定） 

 

路線名 起 点 終 点 延長（㎞） 

主要地方道東三河環状線 
桜木通６丁目 八幡町横道 ４．１ 

谷川町馬神 篠田町新切 １．９ 

県道三蔵子一宮線 桜木通６丁目 篠田町四ツ家 １．１ 

主要地方道豊川新城線 桜町２丁目 市田町下中野 ３．０ 

県道石巻萩平豊川線 向河原町中通 麻生田町田島 １．１ 

県道金沢江島停車場線 金沢町岡下 東上町松本 １．２ 

県道豊橋豊川線 正岡町胡麻田 諏訪３丁目 ３．８ 

県道金野豊川線 宿町小山 南大通４丁目 １．８ 

市道中通線 南大通４丁目 本野ヶ原１丁目 ３．４ 

※上記の他「豊川市広域受援マニュアル」（令和３年６月改訂）で定められた路線 
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６－３ 道路・橋梁状況一覧 

 

 

道路状況一覧 

                              令和６年４月１日現在 

区分 

 

種別 

実延長 
改 良 済 未 改 良 自動車 

交通不 

能延長 

舗 装 道 砂 利 道 

延 長 ％ 延 長 ％ 延 長 ％ 延 長 ％ 

一般国道 

1号 

m 

14,449 

m 

14,440 

 

100.0 

m 

0 

 

0.0 

m 

0 

m 

14,449 

 

100.0 

m 

0 

 

0.0 

23号バイパス 3,545 3,545 100.0 0 0.0 0 3,545 100.0 0 0.0 

一般国道 20,043 20,043 100.0 0 0.0 0 20,043 100.0 0 0.0 

主 要 

地方道 
47,544 47,544 100.0 0 0.0 0 47,544 100.0 0 0.0 

一般県道 100,174 85,198 85.1 14,976 14.9 1,639 98,687 98.5 1,487 1.5 

市 道 1,703,952 1,218,897 71.5 485,055 28.5 159,061 1,516,482 89.0 187,470 11.0 

計 1,889,707 1,389,676 73.5 500,031 26.5 160,700 1,700,750 90.0 188,957 10.0 

 

 

橋梁状況一覧 

令和６年４月１日現在 

区分 

種別 
橋数 

永 久 橋 木  橋 延        長 
計 

橋数 ％ 橋数 ％ 永久橋 ％ 木橋 ％ 

一般国道 

１号 

 

20 

 

20 

 

100.0 

 

0 

 

100.0 

m 

336 

 

100.0 

m 

0 

 

0.0 

m 

336 

23号バイパス 8 8 100.0 0 100.0 3,006 100.0 0 0.0 3,006 

一般国道 33 33 100.0 0 100.0 2,061 100.0 0 0.0 2,061 

主  要 

地 方 道     
46 46 100.0 0 100.0 2,160 100.0 0 0.0 2,160 

一般県道 95 95 100.0 0 100.0 2,300 100.0 0 0.0 2,300 

市  道 700 693 99.0 7 1.0 7,114 99.2 55 0.8 7,169 

計 902 895 99.2 7 0.8 16,977 99.7 55 0.3 17,032 
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６－４ 緊急通行車両等の確認手続等実施要領  

愛知県警察本部 

１ はじめに 

次に掲げる確認の事務に関し、緊急通行車両又は緊急輸送車両（以下「緊急通行車両等」とい

う。）であることの確認並びに交通規制の対象から除外する車両（以下「規制除外車両等」という。）

であることの事前届出及び確認の手続等を行います。 

ア 災害対策基本法施行令（昭和 37年政令第 288号。以下「災対法施行令」という。）第 33条第

１項及び同条第２項の規定により災害応急対策を実施するための車両として使用されるもので

あることの確認 

イ 大規模地震対策特別措置法施行令（昭和 53年政令第 385号。以下「大震法施行令」という。）

第 12条第１項及び同条第２項の規定により緊急輸送を行う車両であることの確認 

ウ 原子力災害対策特別措置法施行令（平成 12年政令第 195号。以下「原災法施行令」という。）

第８条第２項の規定により読み替えて適用する災対法施行令第 33 条第１項及び原災法施行令

第８条第１項の規定により読み替えて適用する災対法施行令第 33 条第２項の規定により緊急

事態応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認 

エ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成 16 年政令第 275

号。以下「国民保護法施行令」という。）第 39条において災対法施行令第 33条第１項及び同条

第２項の規定の例によることとされる国民の保護のための措置を実施する車両として使用され

るものであることの確認 

 

２ 愛知県との申し合わせ事項に基づく報告様式及び受付先 

緊急通行車両等の確認申出等の手続に関する事務の取扱いについては、緊急通行車両等の運用

手続に関する申合せ（令和５年８月１日付け愛知県防災安全局防災部災害対策課及び愛知県警察

本部交通部交通規制課間申合せ。以下「申合せ」という。）により、報告の様式を定めたほか、受

付先を愛知県警察本部交通部交通規制課、又は各機関が保有する車両を使用する本拠の位置を管

轄する警察署交通課としています。 

 

３ 緊急通行車両等の確認等に係る事務手続  

(1) 対象車両 

対象となる緊急通行車両等は、別表の要件を満たす車両となります。 

(2) 申出に必要な書類 

ア 申出書類  

(ｱ) 緊急通行車両確認申出書 

緊急通行車両の確認申出を行うときは、災害対策基本法施行規則（昭和 37年総理府令第

52号。以下「災対法施行規則」という。）別記様式第３の緊急通行車両確認申出書に必要な

事項を記入してください。 

(ｲ) 緊急輸送車両確認申出書 

緊急輸送車両の確認申出を行うときは、大規模地震対策特別措置法施行規則（昭和 54年
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総理府令第 38 号。以下「大震法施行規則」という。）別記様式第６の緊急輸送車両確認申

出書に必要な事項を記入してください。 

   イ 添付書類 

(ｱ) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 

自動車検査証又は軽自動車届出済証（以下「検査証」という。）の写しを添付してくださ

い。原動機付自転車については、検査証の代わりに原動機付自転車標識交付証明書の写し

を添付してください。 

(ｲ) 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足り

る書類 

災害応急対策を実施するために使用することを示す書類（防災業務計画等の写し）を添

付してください。 

また、指定行政機関等との契約等により、常時指定行政機関等の活動のために使用され

る車両又は災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等があ

る車両のときは、上記に加えて、契約書の写し、輸送協定書の写し、当該事業者を災害応急

対策に従事させることを証した書類等のいずれかを添付してください。 

(ｳ) 災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類 

申出に係る車両が災害応急対策を実施しなければならない者（指定行政機関等）の車両

であることを確かめるに足りる書類（指定行政機関等の責任の下で作成された災害応急対

策に使用する車両のリスト又は当該車両を災害応急対策に使用することを証した書類）を

添付してください。指定行政機関等自らが緊急通行車両等の使用者となっているとき又は

（ｲ）の書類において指定行政機関等が災害応急対策等を車両の使用者に委ねる旨の内容及

び具体的に使用する車両を示しているときは省略することができます。 

ウ 申出書類等の簡素化 

番号標に表示されている番号のみが異なり、その他の申出書に記載されている内容が同一

であるときは、申出書の「番号標に表示されている番号」欄に複数台分の番号を記載（別紙で

の対応可）して申出書を１通とすることができます。 

(3) 緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両の取扱い 

従前の運用に基づく手続である事前届出制度により、緊急通行車両等事前届出済証（以下「届

出済証」という。）の交付を受けている場合は、緊急通行車両確認申出書又は緊急輸送車両確認

申出書に必要な事項を記入し、届出済証を添付して提出してください。 

(4) 確認標章及び確認証明書の交付等 

受付先の警察署交通課から確認標章及び緊急通行車両確認証明書又は緊急輸送車両確認証明

書（以下「標章等」という。）の交付を受けてください。 

交付された標章等は亡失、破損等のないよう保管・管理に十分に注意してください。 

(5）標章等の記載事項の変更に関する手続 

標章等の記載事項に変更が生じたときは、標章等とともに、災対法施行規則別記様式第６の

緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書又は大震法施行規則別記様式第９の緊急輸

送車両確認標章・証明書記載事項変更届出書に必要な事項を記入して提出してください。この
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とき、当該書類には、変更した事項を確かめるに足りる書類を添付してください。 

(6）標章等の再交付の届出に関する手続 

標章等を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、残存する標章等とともに災対法施行規則別

記様式第７の緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書又は大震法施行規則別記様式第 10の

緊急輸送車両確認標章・証明書再交付申出書に必要な事項を記入して提出してください。 

(7) 標章等の返納 

標章等の交付を受けた車両が緊急通行車両等として使用されるものではなくなったとき、標

章等の有効期限が到来したとき、又は標章等の再交付を受けた後、亡失した標章等を発見し、

若しくは回復したときは、速やかに交付を受けた警察署交通課へ標章等を返納してください。 

 

４ 災害等発生時等における緊急通行車両等の確認等に係る事務手続 

(1) 届出済証の交付を受けていない車両の確認 

３の（2）と同様としますが、災害応急対策等を実施しなければならない者の車両であること

を確かめるに足りる書類は必要としません。 

また、社会通念上やむを得ない事由（災害等発生時に、指定行政機関等からの急遽の要請に

より災害応急対策等を実施するための車両として使用されることとなる場合等において、指定

行政機関等からの要請を受けた事実は確認できるものの、災害応急対策等を実施するための車

両であることを確かめるに足りる書類を用意できないときや、災害等発生前に緊急通行車両等

であることの確認を受けていた車両が被災するなどして、他の車両を急遽使用せざるを得ない

とき等）があると認めるときは、添付書類等を省略することができます。 

(2) 届出済証の交付を受けている車両の確認 

３の（3）と同様とします。 

交付を受けた標章は当該車両の前面の見やすい箇所に掲示し、証明書は当該車両に備え付け

てください。 

 

５ 規制除外車両の事前届出に係る事務手続  

(1) 規制除外車両の事前届出の対象車両 

民間事業者等による社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車

両であって、公安委員会の意思決定により通行を認めることとなるもの。（緊急通行車両を除く。）

このうち、次のいずれかに該当する車両は事前届出を行うことができます。 

① 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両 

② 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両 

③ 患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。） 

④ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送車両（重機輸送用車両は、除外事前届出の

ある建設用重機と同一の使用者による届出である場合に限る。） 

(2) 申請に必要な書類 

ア 規制除外車両事前届出書（以下「事前届出書」という。）に必要な事項を記入し、届出に係

る車両の自動車検査証、軽自動車届出済証又は原動機付自転車標識交付証明書の写しを添付
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してください。 

イ 次に掲げる車両は、それぞれに定める書類を添付してください。 

(ｱ) 医師及び歯科医師、医療機関等が使用する車両 

医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類 

(ｲ) 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両 

使用者が医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる

書類 

(ｳ) 患者等搬送用車両 

道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号）の規定による自動車登録番号標又は車両番号

標（以下これらを「番号標」という。）及び車両の構造又は装置が確認できる当該車両の写

真 

(ｴ) 建設用重機、道路啓開作業用車両及び重機輸送用車両 

番号標及び車両の構造又は装置（重機輸送用車両の場合は、重機を積載した状況）が確

認できる当該車両の写真 

(3) 規制除外車両事前届出済証の交付等 

受付先の警察署交通課から規制除外車両事前届出済証（以下「除外届出済証」という。）の交

付を受けてください。 

交付された除外届出済証は、亡失、破損等のないよう保管・管理に十分に注意してください。 

(4) 再交付 

事前届出書の内容に変更が生じ、又は届出済証を亡失、滅失、汚損若しくは破損したときは、

事前届出書に必要な事項を記入して提出してください。 

なお、変更が生じた場合及び汚損等による場合は、旧除外届出済証を添付して再交付申請を

行ってください。 

(5) 除外届出済証の返納 

除外届出済証の交付を受けた車両が規制除外車両として使用する車両に該当しなくなった場

合、当該車両が廃車となった場合、その他規制除外車両としての必要性がなくなった場合は、

速やかに交付を受けた警察署交通課へ除外届出済証を返納してください。 

  

６ 規制除外車両の確認等に係る事務手続  

(1) 除外届出済証の交付を受けている車両の確認 

警察署交通課及び交付検問所において、規制除外車両確認申出書に必要な事項を記入し、当

該車両に係る除外届出済証を提示してください。 

(2) 除外届出済証の交付を受けていない車両の確認 

ア 規制除外車両確認申出書に必要な事項を記入し、届出に係る車両の自動車検査証、軽自動

車届出済証又は原動機付自転車標識交付証明書の写しを添付してください。 

イ 規制除外車両に該当することを示す書類を添付してください。 

(3）標章等の交付 

規制除外車両であることの確認をした上で、これに基づく確認標章及び規制除外車両確認証
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明書（以下「標章等」という。）を交付します。 

標章は当該車両の前面の見やすい箇所に掲示し、規制除外車両確認証明書は当該車両に備え

付けてください。 

(4) 標章等の返納 

標章等は、必要がなくなった場合又は有効期限を経過した場合には交付を受けた警察署に返

納してください。 
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別表 

法
令 

確認の対象となる緊急通行車両等の要件（１及び２の要件をいずれも満たすことを要する。） 

災
対
法
施
行
令 

緊
急
通
行
車
両 

１ 災対法第２条第７号に規定する防災計画

等に基づいて、災対法第 50条第１項に規

定する災害応急対策（右に掲げる事項）を

実施するために使用される計画がある車両

であること。 

２ 指定行政機関等が保有し、若しくは指定

行政機関等との契約等により常時指定行政

機関等の活動のために使用される車両又は

災害発生時に他の関係機関、関係団体等か

ら調達する車両であること。 

(１) 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は

指示に関する事項 

(２) 消防、水防その他の応急措置に関する事項 

(３) 被災者の救難、救助その他保護に関する事 

  項 

(４) 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に

関する事項 

(５) 施設及び設備の応急の復旧に関する事項 

(６) 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活

環境の保全及び公衆衛生に関する事項 

(７) 犯罪の予防、交通の規制その他災害地にお

ける社会秩序の維持に関する事項 

(８) 緊急輸送の確保に関する事項 

(９) (１)から(８)に掲げるもののほか、災害の

発生の防御又は拡大の防止のための措置に関

する事項 

大
震
法
施
行
令 

緊
急
輸
送
車
両 

１ 警戒宣言が発せられた場合において、大

震法第３条第１項の規定により地震防災対

策強化地域に指定された地域を管轄する都

道府県又はこれに隣接する都道府県を輸送

経路として大震法第 21条第１項に規定す

る地震防災応急対策（右に掲げる事項）に

係る緊急輸送を行う計画がある車両である

こと。 

２ 指定行政機関等（指定地方公共機関を除

く。以下この欄において同じ。）が保有し、

若しくは指定行政機関等との契約等により

常時指定行政機関等の活動のために使用さ

れる車両又は警戒宣言が発せられた場合に

おいて他の関係機関、関係団体等から調達

する車両であること。 

(１) 地震予知情報の伝達及び避難の勧告又は指

示に関する事項 

(２) 消防、水防その他の応急措置に関する事項 

(３) 応急の救護を要すると認められる者の救護  

その他保護に関する事項 

(４) 施設及び設備の整備及び点検に関する事項 

(５) 犯罪の予防、交通の規制その他当該大規模

な地震により地震災害を受けるおそれのある

地域における社会秩序の維持に関する事項 

(６) 緊急輸送の確保に関する事項 

(７) 地震災害が発生した場合における食糧、医

薬品その他の物資の確保、清掃、防疫その他

の保健衛生に関する措置その他応急措置を実

施するため必要な体制の整備に関する事項 

(８)  (１)から(７)に掲げるもののほか、地震災

害の発生の防止又は軽減を図るための措置に

関する事項 

原
災
法
施
行
令 

緊
急
通
行
車
両 

１ 原災法第 15条第２項に規定する原子力

緊急事態宣言（以下「原子力緊急事態宣

言」という。）が発せられた場合において、

原災法第 26条第１項の緊急事態応急対策

（右に掲げる事項）を実施するために使用

される計画がある車両であること。 

２ 原子力事業者及び指定行政機関等（以下

「原子力事業者等」という。）が保有し、若

しくは原子力事業者等との契約等により常

時原子力事業者等の活動のために使用され

る車両又は原子力緊急事態宣言が発せられ

た場合において他の関係機関、関係団体等

から調達する車両であること。 

(１) 原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関

する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関

する事項 

(２) 放射線量の測定その他原子力災害に関する

情報の収集に関する事項 

(３) 被災者の救難、救助その他保護に関する事 

  項 

(４) 施設及び設備の整備及び点検並びに応急の

復旧に関する事項 

(５) 犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力

災害を受けた地域における社会秩序の維持に

関する事項 

(６) 緊急輸送の確保に関する事項 

(７) 食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者

等の被ばく放射線量の測定、放射性物質によ

る汚染の除去その他の応急措置の実施に関す

る事項 

(８)  (１)から(７)に掲げるもののほか、原子力

災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の

拡大の防止を図るための措置に関する事項 
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国
民
保
護
法
施
行
令 

緊
急
通
行
車
両 

１ 事態対処法第１条に規定する武力攻撃事

態等（以下「武力攻撃事態等」という。）に

おいて、国民保護法第 32条第１項に規定

する国民の保護に関する基本指針、国民保

護法第 33条第１項、第 34条第１項又は第

35条第１項の規定に基づいて作成された国

民の保護に関する計画、国民保護法第 36

条第１項又は第２項の規定に基づいて作成

された国民の保護に関する業務計画等に基

づいて、国民保護法第２条第３項各号に規

定する措置（右に掲げる措置）その他の武

力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保

護するため、又は武力攻撃が国民生活及び

国民経済に影響を及ぼす場合において当該

影響が最小となるようにするための措置を

実施するために使用される計画がある車両

であること。 

２ 指定行政機関等が保有し、若しくは指定

行政機関等との契約等により常時指定行政

機関等の活動のために使用される車両又は

武力攻撃事態等において他の関係機関、関

係団体等から調達する車両であること。 

(１) 警報の発令、避難の指示、避難住民等の救

援、消防等に関する措置 

(２) 施設及び設備の応急の復旧に関する措置 

(３) 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関す

る措置 

(４) 運送及び通信に関する措置 

(５) 国民の生活の安定に関する措置 

(６) 被害の復旧に関する措置 
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第

一

班

・

庶

務

課

文

教

施

設

第

二

班

・

生

涯

学

習

課

文

教

施

設

第

三

班

・

中

央

図

書

館

学

校

教

育

班

・

学

校

教

育

課

体

育

施

設

班

・

ス

ポ

ー

ツ

課

給

食

施

設

班

・

学

校

給

食

課

教

育

部

計

5 3 2 1 2 4 17

貨物乗用車 1 2 3

四輪車

ダンプ

6 3 4 1 2 4 20

11人以上

2 2

2 2

8 3 4 1 2 4 22

５人乗り

８人乗り

４人乗り

６人乗り

計

船
艇
部

ゴムボート

普通車・小型車

計

合　　　　　　計

ゴムボート

救助用船艇（船外機）

救助用船艇

合　　　　　　計

乗
用
車

軽四輪車

車
　
　
　
　
　
両
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
部

計

乗合車

計

患者輸送車

普
通
車

その他

乗
合

給水車

特
　
　
殊
　
　
車

消防車

救急車

計

教　　　　育　　　　部

種
　
　
　
　
　
　
　
　
別

種　　　　別

軽四輪車
貨
　
物
　
車

積
　
　
載
　
　
能
　
　
力

現有数の所属別内訳
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６－６ 飛行場外離着陸場及び緊急時ヘリコプター離着陸可能場所 

 

飛行場外離着陸場 

名称 所在地 管理者 電話番号 経度（東経） 緯度（北緯） 備考 

陸 上 競 技 場 諏訪１丁目 80 
豊川市 

(スポーツ課) 
88-8036 137°22′28″ 34°49′42″ 14,717㎡ 

陸 上 自 衛 隊 

豊 川 駐 屯 地 

穂ノ原１丁目

１番地 

陸上自衛隊 

豊川駐屯地 
86-3151 137°22′57″ 34°49′59″  

音羽運動公園 萩町口猿田１ 
豊川市 

(スポーツ課) 
88-8036 137°19′06″ 34°52′13″ 19,100㎡ 

津 波 避 難 用 

高 台 

御津町佐脇浜

１号地 

豊川市 

(危機管理課) 
89-2194 137°19′06″ 34°47′23″ 31,962㎡ 

 

緊急時ヘリコプター離着陸可能場所 

名称 所在地 管理者 電話番号 経度（東経） 緯度（北緯） 備考 

足山田野球場 
足山田町 

滝場地内 

豊川市 

(スポーツ課) 
88-8036 137°23′58″ 34°51′57″ 7,569㎡ 

御津町佐脇浜 

(三河臨海緑地内 

臨海球場) 

御津町佐脇浜

1号地 

豊川市 

(スポーツ課) 
88-8036 137°19′12″ 34°47′23″ 31,962㎡ 

小 坂 井 

西 小 学 校 

伊 奈 町 縫 殿  

55-1 

豊川市 

(学校長) 
78-2281 137°20′58″ 34°47′47″ 8,731㎡ 

小 坂 井 

高 等 学 校 

小坂井町欠田 

100-1 

愛知県 

(学校長) 
72-2211 137°22′24″ 34°47′43″ 50,399㎡ 

南山ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
伊奈町南山新

田 350-80 

豊川市 

(公園緑地課) 
89-2176 137°21′04″ 34°48′15″ 20,925㎡ 

 

 

６－７ 防災拠点施設屋上番号標示 

 

番  号 位     置 所   在   地 標示年度 

８－０ 豊 川 市 役 所          豊川市諏訪１丁目 1 平成 9 年度 

８－１ 豊川市立東部中学校  〃 西豊町２丁目 191 平成 10年度 

８－２               〃  南部中学校  〃 光明町２丁目 42 〃 

８－３               〃  中部中学校  〃 市田町西浦 41 〃 

８－４  〃  西部中学校  〃 国府町岡本 24－2 平成 11年度 

８－５  〃  代田中学校  〃 代田町 1丁目 20－1 〃 

８－６  〃  金屋中学校  〃 金屋西町 1丁目 2  〃 

８２－０ 豊川市音羽支所  〃 赤坂町松本 250 平成 10年度 

８３－０ 豊川市一宮支所  〃 一宮町豊１ 平成 9 年度 

８５－０ 豊川市御津支所  〃 御津町西方日暮 30 〃 

８５－１ 豊川市立御津南部小学校  〃 御津町御馬加美 15 〃 

８５－２ 〃  御津北部小学校  〃 御津町広石神子田 54－1 〃 

８４－１ 豊川市立小坂井西小学校  〃 伊奈町縫殿 55-1 〃 

８４－２ 豊川市立小坂井東小学校  〃 小坂井町西浦 87 〃 
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６－８ ヘリコプターによる災害派遣の受入れに対する留意点 

 

 

事前の準備 

１ ヘリポート用地として、下記の基準を満たす地積を確保する。その際、土地所有者又は

管理者との調整を確実に実施する。 

２ ヘリポートの位置確認のため、ヘリポート及びその周辺地域を含む地図（縮尺 1 万分の

1 程度のもの）を提供する。 

３ 夜間等の災害派遣に備えて、ヘリコプターの誘導のための照明器具を配備するとともに

緯度・経度によりヘリポート位置を明らかにする。 

４ 自衛隊があらかじめ行う各ヘリポートの離着陸訓練の実施に対して協力する。 
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450ｍ 

(b-1) 中小型機（ＵＨ－１）の場合（標準） 

着陸帯 

6ｍ 

6ｍ 

36ｍ 

36ｍ 

8° 8° 

着陸点 

450ｍ 

(b-2) 中小型機（ＵＨ－１）の場合（応急） 

着陸帯 

6ｍ 

6ｍ 

30ｍ 

30ｍ 

14° 14° 

着陸点 

450ｍ 

(c-1) 大型機（Ｖ－１０７及びＵＨ－６０Ｊ）の場合（標準） 

着陸帯 

15ｍ 

15ｍ 

45ｍ 

45ｍ 

6° 6° 

着陸点 

450ｍ 

(c-2) 大型機（Ｖ－１０７及びＵＨ－６０Ｊ）の場合（応急） 

着陸帯 

15ｍ 

15ｍ 

45ｍ 

45ｍ 

8° 8° 

着陸点 

450ｍ 

(d-1) 大型機（ＣＨ－４７）の場合（標準） 

着陸帯 

20ｍ 

20ｍ 

100ｍ 

100ｍ 

6° 6° 

着陸点 

450ｍ 

(d-2)  大型機（ＣＨ－４７）の場合（応急） 

着陸帯 

20ｍ 

20ｍ 

70ｍ 

70ｍ 

8° 8° 

着陸点 

450ｍ 

(a-1) 小型機（ＯＨ－６）の場合（標準） 

着陸帯 

5ｍ 

5ｍ 

30ｍ 

30ｍ 

10° 10° 

着陸点 

450ｍ 

(a-2) 小型機（ＯＨ－６）の場合（応急） 

着陸帯 

5ｍ 

5ｍ 

20ｍ 

20ｍ 

15° 15° 

着陸点 



- 101 - 

 

受入れ時の準備 

１ 離着地点には、下記基準◯H 記号を風と平行方向に向けて標示するとともに、ヘリポートの

近くに上空から風向、風速の判定ができる吹き流しを掲揚する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ヘリポート内の風圧に巻き上げられるものは、あらかじめ撤去する。 

３ 砂塵の舞い上がるときは散水、積雪時は除雪又はてん圧を実施する。 

４ ヘリポート付近の住民に対して、ヘリコプターの離着陸時等について広報を実施する。 

５ 物資を搭載する場合は、その形状と重量を把握し、事前に自衛隊と調整を行う。 

６ 離着陸時のヘリポートには、関係者以外立ち入らせないようにする。 

 

 

 

 

 

６－９ 鉄道施設の現況 

 

経 営 主 体 及 び 線          区分（県下） 営業ｷﾛ数 市 内 停 車 駅 名            

東海旅客鉄道飯田線           豊 橋 ～ 東 栄        ５１．２ 
小坂井、牛久保、豊川、三河一宮、

長山、江島、東上 

東海旅客鉄道東海道本線 二川～木曽川 １０１．９ 西小坂井、愛知御津 

名古屋鉄道名古屋本線 豊橋～木曽川堤 ９３．９ 
伊奈、小田渕、国府、御油、名

電赤坂、名電長沢 

     〃  豊川線 豊川稲荷～国府 ７．２ 
豊川稲荷、稲荷口、諏訪町、八

幡、国府 

 

 

ａ ◯Ｈ記号の基準 

進入方向 

Ｈ 
３m 

以上 

45cm 以上 

2m 以上 

30cm 

以上 

4m 以上 進入方向 

b 吹き流しの基準 

・ 石灰で標    

示、積雪時 

は墨汁、絵 

具等で明瞭 

に標示。 

20cm 以上 (白) 60cm 以上 (赤) 

2m 以上 

・ 生地は繊維  (注) 吹き流しがない場合は、吹き 

  型は円形帯    流しに準ずる規格に旗を掲揚 
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